
補体研究会（補体シンポジウム）会則 
 

I 総則 

（1）本会は補体研究会（The Japanese Association for Complement Research ）という。 

（2）本会は補体研究ならびにこれに関連する分野の進歩発展を図ることを目的とする。 

（3）本会は前条の目的を達成するため、次に定める事業を行う。 

  1）年１回以上にわたる総会ならびに学術集会（補体シンポジウム）の開催 

  2）内外の関連学術団体との連絡及び協力 

  3）その他の必要な事業 

 

II 会員 

（4）本会は、補体研究ならびにこれに関連する分野の学問の研究を志す人々、及びそれに賛同する 

  賛助会員を以て組織される。 

（5）本会に会員として入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記入し、会費を添えて本会 

  事務局に提出するものとする。 

（6）本会の会費については細則で定める。 

（7）会員は学術集会において、その実績を発表できると共に、その抄録集の配布を受ける。 

（8）会員で故なくして２年間会費を滞納したものは退会とみなす。 

（9）本会の名誉を著しく毀損した会員は、運営委員会の議を経て除名することが出来る。 

（10）本会に特に功労のあった方で、細則に定める規定により推薦された方を名誉会員とする。 

 

III 役員 

（11）本会に次の役員をおく。 

      会長                   １名 

      運営委員                 １０名程度 

      監事                   ２名 

      補体シンポジウム当期および次期集会長   ２名 

（12）会長は、本会を代表し、運営委員会を召集する。会長の選出は運営委員会が行い、総会での承 

  認を得て決定する。任期は４年とし、２期を限度とする。ただし再任後の任期は２年とする。 

（13）会長は必要に応じ、運営委員会の承認を得たうえで、自身の任期の範囲内の任意の任期を有す 

  る会長補佐を任命することができる。 

（14）運営委員は会員から選挙により選出し、任期は４年とし連続の再任は認めない。細則で定める 

  ところの選挙規定に従って２年毎に選挙を行い、半数ずつ交代するものとする。 

（15）監事は、運営委員経験者の中から運営委員会が選出し、総会での承認を得て決定する。 

（16）監事は会計および選挙等を監査する。監事の任期は４年とし、連続の再任は認めない。任期中 

  監事を辞退するものが生じた際には、所定の手続きを経て速やかに後任を補充するものとし、そ 

  の際の任期は前任者の残留期間とする。 



（17）運営委員会の構成員は、運営委員、監事、補体シンポジウム集会長（当期および次期）、会長、 

  および会長補佐とする。 

（18）運営委員会は、構成員の過半数の出席を要する。 

（19）運営委員会は、会務の審議、本会の運営に当たる。 

（20）補体シンポジウムの集会長は、運営委員会が選出決定する。 

（21）補体シンポジウム集会長は、補体シンポジウムを主宰する。 

（22）補体シンポジウム集会長の任期は、前期補体シンポジウム開催時に始まり、主宰補体シンポジ 

  ウム終了時に終る。 

 

IV 学術集会・総会 

（23）年次集会（補体シンポジウム）を行う。時宜に応じて必要な集会を開催することが出来る。 

（24）運営委員会は、補体シンポジウム開催中または必要に応じて会長がこれを召集する。 

（25）総会は年１回、補体シンポジウム開催中に当期集会長が召集し、運営委員会決定事項の報告と 

  必要な討議を行い、承認を求める。 

 

V 会計 

（26）経理会計は事務局において行うほか、必要に応じてシンポジウム集会長もこれにたずさわる。 

（27）本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入および利子をもってこれにあてる。 

（28）補体シンポジウムにおいては、出席会員から参加費を徴収することが出来る。 

（29）本会の会計年度は１月１日に始まり、１２月３１日に終わり、総会において会計報告を行う。 

（30）監事は会計の監査を行い、その結果を総会において報告する。 

 

VI 会則変更 

（31）本会の会則を変更する場合は、総会出席会員の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 

付則 

   この会則は昭和６０年３月１日より施行する。 

     平成２年８月７日   一部改訂 

     平成４年７月２３日  一部改訂 

     平成５年７月２１日  一部改訂 

     平成１６年８月２１日 一部改訂 

 平成２２年９月１１日 一部改訂 



 

 

 

細 則 
 

I 会費 

（1）本会の年会費は当分の間年額５,０００円とする。但し学生会員（学部学生および大学院生）は 

  ３,０００円とする。学生会員は、学生証の写し等を毎年事務局へ提出し、確認を受けるものと 

  する。賛助会員の会費は年間１口３０,０００円とする。 

 

II 選挙規定 

 運営委員の選出は当分の間次の規定に従って行う。 

（2）運営委員の定数は１０名を原則とする。 

（3）選挙事務は事務局において行う。 

（4）運営委員の選挙にあたり、運営委員候補者名簿を作成する。 

（5）運営委員候補者として、任期満了の運営委員は３名、運営委員経験者は１名を推薦することが 

  出来る。 

（6）事務局は、運営委員候補者名簿および投票用紙を、会員に総会開催２ヶ月前までに郵送し、会 

  員はそれにもとづき、所定の日時までに３名連記で投票を行う。ただし、候補者以外のものに投 

  票しても差し支えない。 

（7）開票には、少なくとも監事１名の立会いを必要とする。監事は、開票結果にもとづいて、得票 

  数の上位３名の運営委員と次点１名を定め、運営委員会および総会に報告する。 

（8）次点者は運営委員に欠損が生じた場合に、その任に当たる。 

 

III 事務局 

（9）本会の事務局は会長の指名する事務局長のもとに置く。 

 

IV 名誉会員 

（10）名誉会員の候補者の推薦は、運営委員２名以上の推薦によって成立する。名誉会員候補者は運 

  営委員会において選考され、総会の承認を得て名誉会員に決定される。 

 

付則 

  細則（1）は昭和６２年度より、賛助会員については平成５年度より施行する。 

    平成２年８月７日  一部改訂 

    平成４年７月２３日 一部改訂 

    平成５年７月２１日 一部改訂 

    平成２２年９月１１日 一部改訂 

 


